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多重債務者対策本部 有識者会議資料 １



はじめに 栗原市の紹介

・栗原市
－人口約８万人
－宮城県の北部、岩手県

との県境に位置する
－平成１７年４月、 ９つの

町と１つの村が合併して
誕生した宮城県最大の市
（面積約８００k㎡）

－白鳥の飛来地として有名
（伊豆沼、内沼・ラムサール

条約による保護）
－２００８年の6.14岩手・宮城

内陸地震の被災地

栗原市



１．制度の趣旨等

・多重債務者救済のための新しい
融資制度
－市民の消費生活の安定及び、福祉の

向上を図る
－平成２０年１月４日より、開始

・自殺防止対策の一環
－平成１７年の自殺率が全国平均の約２倍



２．制度設計について

①連携と協力の概要

• 栗原市、仙台弁護士会、金融機関が相互に協力、連携する
ことで、多重債務者を救済する

• 栗原市
– 市民への窓口
– 金融機関への貸付資金の預託（1億円）

• 仙台弁護士会
– 法律に関する専門知識の提供

– 具体的な解決策の提示

• 金融機関
– 金融に関する専門知識の提供

– 貸付業務

栗原市

仙台
弁護士会

金融機関

多重債務者



平成20年3月27日（木）

仙台弁護士会館

多重債務救済連携協力関する
定書の締結式

２．制度設計について

②仙台弁護士会との連携

１．多重債務者救済のための無料法律相談会の開設

２．多重債務者発生予防のための啓発広報に対する協力

３．その他の連携協力事業
（情報交換、指導助言、連携担当窓口の設置）



２．制度設計について
③仙台弁護士会との連携

月日 内 容

平成２０年
５月８日

（木）

○第１回仙台弁護士会多重債務救済連携協力事業協議
日時 平成２０年５月８日（木）午後３時～
場所 仙台弁護士会館３０４会議室
相手 市顧問弁護士

仙台弁護士会 庶務委員長（弁護士）
仙台弁護士会 消費者問題対策特別委員長（弁護士）

内容 ①多重債務相談電話利用状況について
②広報掲載について

１０月１６日
（木）

○第２回仙台弁護士会多重債務救済連携協力事業協議
日時 平成２０年１０月１６日（木）午後３時～
場所 仙台弁護士会館３０４会議室
相手 市顧問弁護士

仙台弁護士会 庶務委員長（弁護士）
仙台弁護士会 消費者問題対策特別委員長（弁護士）

内容 ①平成２０年度事業の経過について
②事業推進での問題点・課題点について



２．制度設計について
④仙台弁護士会との連携

月日 内 容

１２月２４日
（水）

○第３回仙台弁護士会多重債務救済連携協力事業協議
日時 平成２０年１２月２４日（水）午後３時～
場所 仙台弁護士会館３０４会議室
相手 市顧問弁護士

仙台弁護士会 庶務委員長（弁護士）
仙台弁護士会 消費者問題対策特別委員長（弁護士）

内容 ①栗原市のぞみローンのケース検討
②研修会について

平成２１年
３月２４日

（火）

○第４回仙台弁護士会多重債務救済連携協力事業協議
日時 平成２１年３月２４日（火）午後３時～
場所 仙台弁護士会館３０４会議室
相手 市顧問弁護士

仙台弁護士会 庶務委員長（弁護士）
仙台弁護士会 消費者問題対策特別委員長（弁護士）
日弁連多重債務対策本部事務局長 新里宏二弁護士

内容 ①平成２０年度事業推進の経過について
②平成２１年度実施事業の協議について



２．制度設計について
⑤金融機関との連携

多重債務救済のための新しい融資制度
「栗原市のぞみローン」検討プロジェクト会議

日時 種別 内容

平成２０年

６月６日（金）
会議

組織 仙北信用組合、一関信用金庫、

七十七銀行築館支店、仙台銀行築館支店、

東北労働金庫築館支店、栗っこ農業協同組合

場所 金成分庁舎 １０１～１０２会議室

内容 ①栗原市いのちを守る緊急総合対策経過報告

②多重債務者救済のための新しい融資制度利用

状況 について

③多重債務者発生予防のための方策等について

④多重債務者相談担当者並びに融資担当者研修

計画（案）について



３．多重債務者救済支援担当者研修会

日時 種別 内容

平成２１年

２月３日（火）
研修

日 時 平成２１年２月３日（火）午後２時～

場 所 栗原文化会館２階大研修室

講 師 仙台弁護士会 派遣

久保田恭章弁護士

講 話 『多重債務相談にあたっての注意点と

改正法・最新判例等の情報』

参加者 民生委員・児童委員 ２１名

金融機関融資担当者 １６名

栗原市役所総合支所窓口担当 １６名

合計５３名



４．制度の概要
①提携する貸付資金制度

貸付商品の名称
栗原市のぞみローン（多重債務者救済資
金）貸付資金とし、統一する

対象者
栗原市内に住所を有する方
多重債務者であり、債務の整理等に要する
資金を必要とする方

貸付限度額 １，０００万円以内

貸付利率 ７．９％（固定金利）

保証人等 原則として、連帯保証人１人以上

償還期間 １０年以内

提携する金融機関
仙北信用組合 ３店舗
一関信用金庫 ２店舗



・自己破産

・任意整理

・個人再生

・特定調停

① 多重債務者
② 栗原市相談窓口
多重債務者相談電話

４２－３７７８
しあわせに みんななやむな

法律専門家
（栗原市の契約弁護士）

（仙台弁護士会）
（宮城県司法書士会）
（栗原ひまわり基金

法律事務所）

④栗原市のぞみローン
仙北信用組合
一関信用金庫

債務整理
完 了

４．制度の概要
③栗原市のぞみローン
多重債務解消のフロー

③ 法律相談

相談

誘導

具
体
的
な
解
決
方
法

融 多
資 重
制 債
度 務
解 救
決 済

面 福祉事務所
社会福祉課

談 社会福祉係



４．制度の概要
④「栗原市のぞみローン」が有効と想定しているケース

• 融資がなければ、生活再建が困難な場合

– 法的な整理になじまない債務がある

• 公共料金の滞納

• 教育費の滞納

• 税金の滞納

• 家賃の滞納

• その他、利息制限法の対象外の債務



４．制度の概要
⑤「栗原市のぞみローン」の貸し付け実例

– 例1（40代のご夫婦)

・債務総額 282万円

・法的な整理になじまない債務額（教育費、公共料金等）
160万円

– 例2（20代の男性）

・債務総額 220万円

・法的整理に馴染まない債務額（保育料、ガス代金、

国民健康保険税、水道料）90万円

※提携金融機関は、相談者の妻が、出産後に働きたい希望が

あったため、働き場所を紹介し、現在に至っている。



『相談からはじまる解決のみち、
まずは相談しましょう』

４．制度の概要
⑥相談からはじまる解決のみち

ほとんどの相談者は、のぞみローン

を利用しないで、法的な整理方法で解
決に向かっておりますが、具体的な解
決方法の救済制度の選択肢のひとつ。



仙北信用組合 ４件

一関信用金庫 ６件 総額 ２２，３２０，０００円

◎運用開始から のぞみローン
貸付件数は １０件

５．融資制度の効果（１）

平成19年12月21日 のぞみローン預託契約締結

平成20年1月4日 「栗原市のぞみローン」開始



相談日・時間 毎週月曜日～金曜日 午前９時～午後５時

専用回線 １台 （０２２８－４２－３７７８）（しあわせに みんななやむな）

相談従事職員 福祉事務所 社会福祉課 社会福祉係 ５名

◎電話相談開設状況 相談開始日：平成１９年８月２日

相 談 の

件 数
３５件

性 別
男 女

２１件 １４

相 談 の

件 数
６１１件

性 別
男 女

３３４件 ２７７件

◎平成２１年度相談件数 ◎開設日からの累計相談件数

５．融資制度の効果（２）
栗原市多重債務相談電話利用状況

（平成２１年４月３０日現在）



５．融資制度の効果（３）
※相談件数が増加した要因

①融資制度の宣伝効果は、非常に大きなもの
があります。

②融資制度を勧める前に、
法律専門家の無料相談が
受けられ、適切な債務整理
方針を選択し、解決へと
導いてもらえる体制が、
市民の信頼を得られた。

③市民への広報



６．市民への広報

• ポスター掲示
– 集会場。金融機関、医療機関等 計404箇所

• 自殺防止キャンペーン

– 無料相談会

– 街頭キャンペーン

• 市の広報誌への掲載



ポスター掲示 市内４０４箇所に掲示

・栗原市社会福祉協議会（１１箇所）
・多重債務者救済のための新しい融資制度「栗原市のぞみ
ローン」検討プロジェクトチーム金融機関（２２箇所）

・栗原市民生委員、児童委員による集会所等への掲示
（２６８箇所）

・栗原市各総合支所等（１２箇所）
・栗原市医師会医療機関（４８箇所）
・栗原市歯科医師会医療機関（３３箇所）
・栗原市各商工会（１０箇所）

６．市民への広報（１）



６．市民への広報（２）



６．市民への広報（３）



多重債務等無料相談会
平成２０年１２月１３日 （土）
13：30～16：30 
栗原市立図書館
２階 大研修室

仙台弁護士会 弁護士
栗原ひまわり基金法律事務所

弁護士
宮城県司法書士会 司法書士

２名

６．市民への広報（４）
自殺防止キャンペーン 多重債務等無料相談会



自殺防止街頭キャンペーン
平成２０年１２月１４日 （日） １０：３０～１２：３０
（築館・若柳ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ、志波姫ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰの３地区で開催）
一般市民に対し、相談電話番号や多重債務相談及びつながりを信じて等を

記載したチラシや、ティッシュを市民５、０００人に配布しました。

６．市民への広報（５）
自殺防止キャンペーン 街頭キャンペーン



多重債務者発生予防対策 特集記事の掲載

発行日 種別 内 容

平成２０年

８月１日

広報

○広報くりはら（第５１号）

内容：多重債務にならないために

多重債務になってしまったら

平成２０年

１０月１日

○広報くりはら（第５５号）

内容：任意整理 特定調停

平成２０年

１２月１日

○広報くりはら（第５９号）

内容：個人版民事再生 自己破産

平成２１年

２月１日

○広報くりはら（第６３号）

内容：相談事例に関するＱ＆Ａ

仙台弁護士会との多重債務者救済連携協力事業

６．市民への広報（６）



栗原市の 花 と 木

ニッコウキスゲ
（方言名：カンゾウ）

ヤマボウシ
（方言名：ヤマグワ）


